
 岩手県警察組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成22年３月23日 

岩手県公安委員会       

委員長 藤 原   博  

岩手県公安委員会規則第２号 

   岩手県警察組織規則の一部を改正する規則 

 岩手県警察組織規則（昭和49年岩手県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（課の内部組織） （課の内部組織） 

第31条 警察本部（以下「本部」という。）の課の内部組織とし

て、次の表に掲げる組織を置く。 

第31条 警察本部（以下「本部」という。）の課の内部組織とし

て、次の表に掲げる組織を置く。 

 課 内部組織 課 内部組織 

  ［略］    ［略］  

   運転免許課  ［略］  

 

運転免許課  ［略］ 

  公安課 外事・国際テロ対策室  

 警備課  ［略］   警備課  ［略］  

２ ［略］ ２ ［略］ 

別表（第44条関係） 別表（第44条関係） 

１ 交番の名称及び位置 １ 交番の名称及び位置 

 警察署名 名 称 位 置  警察署名 名 称 位 置 

  ［略］    ［略］  

  ［略］     ［略］   

 

一関警察署 

  

一関警察署

山目交番  ［略］  

   

山目交番  ［略］ 

    花泉交番 一関市花泉町  

  ［略］    ［略］  

２ 駐在所の名称及び位置 ２ 駐在所の名称及び位置 

 警察署名 名 称 位 置  警察署名 名 称 位 置 

  ［略］    ［略］  

  ［略］     ［略］   

 弥栄駐在所  ［略］   弥栄駐在所  ［略］  

 

一関警察署 

花泉駐在所 一関市花泉町涌津   

一関警察署

   

  永井駐在所 一関市花泉町永井       

  油島駐在所 一関市花泉町油島       

  日形駐在所 一関市花泉町日形       

  平泉駐在所  ［略］    平泉駐在所  ［略］  

   ［略］     ［略］  

  ［略］    ［略］  

３ ［略］ ３ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 



 この規則は、平成22年３月26日から施行する。 
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